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規約の一部変更（資産運用報酬の変更等）及び役員選任に関するお知らせ 

 

日本ロジスティクスファンド投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日開催の役員会にお

いて、規約の一部変更及び役員選任に関して、下記のとおり 2020 年 10 月 21 日開催予定の本投資法人の

第 11 回投資主総会（以下「本投資主総会」といいます。）に付議することを決議しましたので、お知ら

せします。なお、下記事項は本投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。 

 

また、本来であれば、ご意見やご質問を直接賜るとともに、本投資法人への理解を深めていただきた

く、投資主の皆様にご出席をいただくようお願いを申し上げるところですが、新型コロナウイルスの国

内における感染状況を踏まえ、会場での感染防止にできる限り努めるべく、投資主の皆様におかれまし

ては、本投資主総会への出席を極力お控えいただき、書面による議決権行使をご検討いただければと存

じます。 

なお、今後の状況の変化によっては、本投資主総会の延期のお知らせや本投資主総会における感染拡

大防止に向けた対応方法の変更に関するお知らせを本投資法人のホームページ（https://8967.jp/）に掲載

する場合がございますので、あわせてご確認いただきますようお願い申し上げます。 

 

 

記 

 

1．規約の一部変更の理由及び内容について 

変更理由及び変更内容は以下のとおりです。 

(1)  資産運用会社に対する資産運用報酬の額と本投資法人の投資主利益との連動性をより高めるため、

本投資法人の資産運用報酬のうち、運用報酬Ⅰを廃止し、現行の運用報酬Ⅱを運用報酬 1 とすると

ともに、新たに、運用報酬 2 として、一定の調整を行った一口当たり分配金（調整後 DPU）の金額

に連動する運用報酬を導入することとし、併せて現行の運用報酬Ⅱの金額の算定の基礎となる営業
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期間、料率及び支払期限等につき所要の変更を行うものです（現行規約別紙 1（1）及び（2）、変更

案別紙 1（2）関係）。 

(2) 上記(1)による変更に合わせて、資産運用会社に対する資産運用報酬の額と資産運用会社の運用成績

との連動性をより高めるため、本投資法人の資産運用報酬のうち、譲渡報酬を撤廃することとし、併

せて取得報酬及び建替報酬の支払期限の変更を行うものです（現行規約別紙 1（3）、（4）及び（5）

関係）。 

(3) 上記(1)及び(2)に記載の規約の変更について、本投資主総会開催後最初に開始する本投資法人の 2021

年 7 月期（第 32 期）営業期間の初日である 2021 年 2 月 1 日から効力を生ずることとするため、附

則において、その旨を規定するものです（変更案第 42 条関係）。 

(4) 特定非課税累積投資契約に係る非課税制度（新 NISA）の導入に関連して、本投資法人の投資口に係

る配当等が当該非課税制度の対象となるよう、所要の変更を行うものです（現行規約第 33 条第 2 項

関係）。 

(5) その他条項数の変更及び必要な字句の変更等を行うものです。 

 

（規約一部変更の詳細については、添付資料「第 11回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。） 

  

2．役員の選任について 

  提案理由及び提案内容は以下のとおりです。 

(1) 執行役員 亀岡 直弘から、新監督役員と任期満了日が異なることとなるので、これを統一するため、

本投資主総会終結の時をもって本投資法人の執行役員を一旦辞任する旨の申し出があったため、執

行役員 1 名（亀岡 直弘）(注 1)を選任するものです。 

(2) 執行役員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠執行役員 1 名（大角 保志）(注 2)を

選任するものです。 

(3) 監督役員 須藤 鷹千代から、本投資主総会終結の時をもって本投資法人の監督役員を辞任する旨の

申し出があったため、また、監督役員 荒木 俊馬及び東 哲也の 2 名から、新監督役員と任期満了日

が異なることとなるので、これを統一するため、本投資主総会終結の時をもって本投資法人の監督役

員を一旦辞任する旨の申し出があったため、監督役員 3 名（荒木 俊馬、東 哲也及び菊池 由美子(注

3)）を選任するものです。 

（注 1） 執行役員候補者の亀岡 直弘は、本投資法人が資産運用委託契約を締結している三井物産ロジスティクス・パート

ナーズ株式会社の代表取締役社長です。 

（注 2） 補欠執行役員候補者の大角 保志は、本投資法人が資産運用委託契約を締結している三井物産ロジスティクス・パ

ートナーズ株式会社の取締役投資運用部長 兼 施設管理部長です。 
（注 3） 旧姓かつ職業上使用している氏名を記載しています。 

 

（役員選任の詳細については、添付資料「第 11回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。） 

 

3．投資主総会等の日程 

2020年9月14日 投資主総会提出議案の役員会決議 

2020年10月5日 投資主総会招集通知の発送（予定） 

2020 年 10月 21日 投資主総会開催（予定） 
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添付資料 

・第 11 回投資主総会招集ご通知 

以 上 

※ 本投資法人のウェブサイト  https://8967.jp/ 

https://8967.jp/































